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１. 維持管理の基本的事項 

① 事業者名 株式会社甲斐延 代表取締役社長 宮川 武 

② 
施 設 の  

設置場所 
中央市東花輪 1483-1 外（1483-1,1484-1,1485-1,1486-2） 

③ 
保守点検 

責 任 者  
株式会社甲斐延 宮川 康睦 

④ 

事業区域 

の 面 積  
2,862.4 ㎡ 

発電出力 

(合計出力) 
180.0 キロワット（205.9 キロワット） 

⑤ 
運転開始 

年 月 日  
2015 年 9 月 28 日 

⑥ 

維

持

管

理

の

内

容 

施設全般 

定期的な点検、異常気象予報時の事前点検及び異常気象発生後の点検によ

り不具合を確認した場合は、直ちに修繕等を行い、施設が正常に運転され

ている状態の維持を行う。 

遠隔監視装置による監視を行うと共に、自社の担当者により点検を行い、

異常が発生した場合には、直ちに対応できる体制の整備を行う。 

太陽光 

発電設備 

運転に支障が生じるような変形がないこと、強風等による施設の損壊、飛

散を未然に防止するため、破損や固定部に緩みがないことを確認し、施設

を適正に管理を行う。 

付帯施設 

近接排水施設に、ゴミ詰まりや堆積土砂を除去し、排水施設が正常に機能

する状態の維持を行う。 

排水が区域外からの流入又は区域外への流出等がなく、適正な排水状態の

維持を行う。 

事業区域 

雑草が繁茂しないよう草刈りを行い、ゴミの散乱がないよう事業区域内を

清潔に保つ。 

土地の形質が変化（地割れ・陥没・崩れ・洗掘・水みちなど）していない

か、事業区域内及び周辺の巡回を実施し、必要に応じ修繕等を行う。 

⑦ 
損害保険の 

加入状況 

保険会社名 損害保険ジャパン株式会社 

保 険 内 容   火災保険 

⑧ 
事業廃止時 

の対応 

廃止に要する費用の

確保に関する方法  

太陽光発電設備の廃棄等費用積立制度 

エネルギー供給強靭化法による改正再エネ特措法  

(再エネ促進法)による 

太陽光発電設備の 

処分方法  
産廃処分  

廃止後の事業区域の

利用計画 
現況復旧又は別の事業用地 

 

 

  



- 2 - 

２. 維持管理の実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                       

業務委託              報告 

 

 

 

 

              

                         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  主 

会社名 株式会社 甲斐延 

代表者名 代表取締役社長 宮川 武 

担当者 専務取締役 宮川 康睦 

連絡先(TEL) 055-224-2555 

会 社 名 佐藤電気管理事務所 

電気主任技術者 佐藤 兼男 

連絡先(TEL) 0551-22-4583 
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３. 維持管理の保守点検項目、方法及びその実施頻度 

3-1.太陽光発電設備 

対 

象 

点検 

箇所 
点検項目 

点検

方法 

点検 

頻度 
備  考 

太
陽
電
池
ア
レ
イ 

太陽電池

モジュール 

表面及び裏面に著しい汚れ、傷、破損がない 

目視 

年１回 

・ 

異常 

気象時 

  

端子箱に破損、変形がない   

フレームに破損、変形がない   

コネクタ 破損、変形がなく確実に接続されている   

ケーブル 
配線に著しい汚れ、錆、腐食、傷、破損がない   

配線に過剰な張力、余分な緩みがない   

電線管 破損、変形、錆がなく正しく固定されている   

接地線 
接地線に著しい汚れ、錆、腐食、傷、破損がない   

接地線に過剰な張力、余分な緩みがない   

架  台 

基礎ブロックにひずみ、損傷、ひびなどの破損進行

がない 

  

基礎部の土砂流出がない   

積雪等による沈降や腐食、変形がない 
  

架台の変形、傷、汚れ、錆、腐食及び破損がない 
  

固定強度に不足の懸念がないよう、ボルト及びナッ

トに緩みがない 

 

  

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ 

本体 

著しい汚れ、錆、腐食、傷、破損及び変形がない 

〃 〃 

 

固定ボルトに緩み等なく確実に取付けられている  

コーキング等の防水処理に異常が無く、雨水等の侵

入がない 

 

運転時の異音、振動、異臭、加熱等の異常がない  

配線 配線に著しい汚れ、錆、腐食、傷、破損がな

い 

 

配
管
・
配
線 

配管・電

線及び支

持物等 

保安規定に基づく電気主任技術者による外観点検 目視 1 回/月 
  

保安規定に基づく電気主任技術者による外観検査及

び試験・測定 

目視

及び 

測定 

1 回/年 

  

高
圧
受
電
設
備 

本体 

保安規定に基づく電気主任技術者による外観点検 目視 1 回/月   

保安規定に基づく電気主任技術者による外観検査及

び試験・測定 

目視

及び 

測定 

1 回/年 
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3-2.付帯施設 

対 

象 

点検 

箇所 
点検項目 

点検

方法 

点検 

頻度 
備考 

防
護
柵 

フェンス

(防護柵) 
著しい錆、傷、破損、傾斜がない 

目視 

年１回 

・ 

異常 

気象時 

  

標識(事業

計画,注意

喚起) 

視認性を損なう汚れ、文字の色落ち、擦れ、破損が

ない 

  

入口扉 開閉に異常が無く、施錠に問題がない 
  

進
入
路
・
管
理
道 

通路等 

周辺からの土砂の流入、堆積がない 

〃 〃 

  

事業地周辺への土砂の流出がない 
  

雨水等による洗掘がない 
  

草木の繁茂がない 
  

設
置
地
盤 

舗装なし 

地盤 

周辺からの土砂の流入、堆積がない 

〃 〃 

  

事業用地周辺への土砂の流出がない 
  

雨水等による洗掘がない 
  

草木の繁茂がない 
  

周
辺
環
境 

地山 

法面 

上部からの土砂流出がない 

〃 〃 

 

崩落がない 
 

草木の繁茂、ゴミ散乱、立ち枯れした樹木等がない 
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４. 太陽光発電施設等の周辺において土砂災害等が発生するおそれがある場合の予定措置及び実

施体制 

気象情報を常に意識し、現場の巡視及び以下の点検確認や対策を講じ、被害を未然に防止する

ことで、施設の安定的な運用に努める。 

4-1.台風（強風）による飛散 

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと及び基礎等に強度が不足するような

劣化がないことを 3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を行う。 

・周辺残置物の飛散により設備が破損しないよう処置を行う。 

(ア)ボルトの増し締めによる対応 

(イ)劣化が著しい設備の事前撤去等 

(ウ)周辺環境の整備 

 

4-2.豪雨による水害 

・土砂崩れ等の兆候がないか、排水機能に異常がないか、3.維持管理の保守点検項目に従い

巡視を行う。 

(ア)堆積土砂の除去など排水機能の確保 

 

4-3.土砂災害 

・排水機能に異常がないか、3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を行う。 

(ア)堆積土砂の除去など排水機能の確保 

 

4-4.地震による倒壊等 

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと及び基礎等に強度が不足するような

劣化がないことを 3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を行う。 

(ア)ボルトの増し締めによる対応 

(イ)劣化が著しい設備の事前撤去等 

 

4-5.豪雪による倒壊等 

・太陽電池モジュール、架台の固定部に緩みがないこと及び基礎等に強度が不足するような

劣化がないことを 3.維持管理の保守点検項目に従い巡視を行う。 

(ア)ボルトの増し締めによる対応 

(イ)劣化が著しい設備の事前撤去等 

 

4-6.実施体制 

『２.維持管理の実施体制』と同様とする。 
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５. 土砂災害等により太陽光発電施設の損壊が発生し、又は周辺地域の環境の保全上の支障が生

じた場合の予定措置及び実施体制 

5-1.災害発生時対応事項 

初動体制 

事故・災害が発生した際、迅速に状況を把握し災害対策組織図によ

り、対応を協議し、災害発生時連絡体制表により関係する機関に連絡

する。 

応急処置・ 

二次災害防止対策 

土砂流出やパネルの飛散など周辺環境に影響を及ぼした場合は、速や

かに撤去し、二次災害が起きないよう対策を講じる。 

復旧措置 応急処置後、復旧までの工程表を作成し、速やかに復旧作業を行う。 

再発防止対策等の

対応計画 

事故原因の究明及び現状の維持管理状況を分析し、再発防止のため維

持管理計画の内容を再検討する。 

※事業地に災害が発生していない場合でも、異常気象後は速やかに施設を確認し、 

必要な対策を講じる。 

 

 

 

 

 

  



- 7 - 

5-2.災害対策組織図及び連絡体制表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲府地区広域行政事務  

組合消防本部 
055-222-1190 

甲府南警察署 055-243-0110 

山梨県立中央病院 
甲府市中央 1-12-33 

055-235-3311 

東京電力送配電係 055-207-7120 

 

 

  

事  業  主 

会 社 名  株式会社甲斐延 

代表者名 代表取締役社長 宮川 武 

担 当 者  宮川 康睦 

連絡先(TEL) 055-224-2555 

電気設備の保安責任者 

電気主任技術者 佐藤 兼男 

連絡先(TEL) 0551-22-4583 

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ 

配電センター 
055-207-2472 

経済産業省 

関東東北産業 

保安監督部 

電力安全課 

048-600-0391 

保守点検責任者 

会 社 名 株式会社甲斐延 

担当名 
専務取締役 

宮川 康睦 

連絡先(TEL) 055-224-2555 

山梨県 

中北林務環境事務所 

環境課 

0551-23-3090 

中央市 市民環境課 
環境担当 

055-274-8543 
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5-3．維持管理計画の見直し 

維持管理計画は、計画策定の段階で予期しなかった問題や変化が生じた場合、周辺環境の変化

に応じた適切な維持管理ができるように見直しを行う。 

 

5-4. 維持管理計画の公表 

維持管理計画は設置規制区域に事業区域が含まれないため提出を行わないが、維持管理計画は

インターネットＨＰ上に掲示を行う。 

 

5-6. 維持管理の結果と報告 

    維持管理計画に従い実施した維持管理の結果を記録（当該年度 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日

まで）し、当該記録を行った日から起算して 5 年間の保存を行う。結果報告は、実施しない。 

 

維持管理に係る必要事項整理表                              ○・・必要 ×・・不要 

       必須事項 維持管理計画 維持管理の結果 事故 

報告 施設区分  作成･公表･保管 提  出 作成･保管 提  出 

既 存 区域外 〇 × 〇 × 〇 

 

5-7.事故等発生時の対応及び報告 

事故又は自然災害等により、太陽光発電施設の損壊が発生し、周辺地域の環境の保全上支障が

生じたときは、当該太陽光発電施設の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を速やかに講

じると共に、県へ速やかに報告を行う。報告の方法は、メール・電話・FAX いずれかの方法によ

り、参考様式『事故等報告（速報）』を用いて、発生日時・発生場所・事故が発生した施設・

事故の内容等について報告を行う。 

また、事故等の発生から 30 日以内に、事故の概要や対応状況について第 11 号様式『事故等

報告書』の提出を行う。 
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参考様式 

 

事故等報告（速報） 

報 告 内 容 

許可年月日及び 

許可番号 
 ――― 

太陽光発電施設 

の設置場所 
中央市東花輪 1483-1 外（1483-1,1484-1,1485-1,1486-2） 

太陽光発電施設の出力 
180.0 キロワット 

（太陽電池の合計出力：205.9 キロワット） 

事故発生日時       年     月      日      時     分 

事故・被災の種類 

感電・火災・パネルの損傷・飛散・架台の損傷 

附帯設備の損傷・土砂崩れ・法面崩壊・出水・ 

その他（                                           ） 

事 故 概 要   

周辺地域の影響   

応急対応状況   

備    考   

 

報   告   者 

発電事業者：株式会社甲斐延  

住      所： 山梨県甲府市徳行 1-6-24 

担  当  者：宮川 康睦 

電 話 番 号 ：055-224-255 

ＦＡＸ： 055-224-2556 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： kaienryuo@ace.ocn.ne.jp 


